
第２回 たつの市民病院経営形態検討委員会 

－次 第－ 

 

 

日 時  平成 30年７月 17日（火） 

午後３時 30分から 

場 所  たつの市役所本庁３階 301会議室 

 

 

 

１ 開  会（会長あいさつ） 

 

 

 

２ 協議事項 

 (１) 継続協議事項【追加資料１～６】 

 

 

(２) 付帯事業の現状について【資料１】 

 

 

(３) へき地医療対策の現況について【資料２】 

 

 

(４) 各自治体の介護保険サービス事業の状況について【資料３、３－１、４】 

 

 

 

３ そ の 他 

 (１) 次回以降のスケジュール 

 

 

 

４ 閉  会 



 

※このページは、白紙です。 



第１回たつの市民病院経営形態検討委員会での委員指摘事項 

 

【市民病院新改革プラン（配布資料２－４）に関する指摘事項】 

１ 病院経営の目標について 

 病床稼働率（74％）を設定しているが、急性期と回復期のトータルで記載

しているのでそれぞれを分けるように記載すること。 

 【対応方針】 

追加資料１ 

入院患者数の合計欄の内訳として急性期と回復期の内訳を記載してい

ます。病床稼働率につきましては、平成 27 年度は、年度途中からの転床

のため、急性期 57％、回復期 35％、平成 28年度は、急性期 65％、回復期

71％、平成 29年度は、急性期 80％、回復期 76％となっています。 

  

 職員給与費対医業収益比率について、職員がどこの部門に多いのか少ない

のか分からない。 

 【対応方針】 

追加資料２ 

平成 28年度決算における兵庫県内公立病院の職員数が比較できます。 

たつの市民病院は同規模の病院に比べ、少ない人数となっています。 

  

２ 目標達成に向けた具体的な取組について 

 １年や半年ごとにレビューして、目標に到達するためのプロセス管理を行

うこと。 

 【対応方針】 

追加資料３ 

半期、年度毎に検証し、プロセス管理を行います。 

  

３ 目標達成に向けた具体的な取組の「患者サービスの向上」について 

 どう見直すのか、その行動を具体的に記載すること。  

 【対応方針】 

経営形態の見直しに係る答申を踏まえ、検討を進めます。 

  

４ 目標達成に向けた具体的な取組の「経営形態の見直し」について 

 経営形態の見直しに当たり、取組に成功した団体の成功事例をベンチマー

クし、モデル事例としてよく研究すること。 

 【対応方針】 

追加資料４ 

【地方公営企業法の全部適用】三浦市立病院 

【指定管理制度の導入】北九州市立門司病院 

-1-



【地方独立行政法人化】くらて病院 

  

５ 目標達成に向けた具体的な取組の「点検・評価・公表」について 

 地域住民や有識者などを入れた評価委員会を設置し、評価に関する工程を

しっかり守って目標値の達成に向けて現状を分析し、評価を「見える化」

すること。 

 【対応方針】 

経営形態の見直しに係る答申を踏まえ、検討を進めます。 

  

 患者目線に立った経営のため、評価委員会には一般市民にも参加してもら

うこと。 

 【対応方針】 

経営形態の見直しに係る答申を踏まえ、検討を進めます。 

  

６ プランの表現について 

 市民病院の取組状況を踏まえ、市民病院が医者にとって、看護師にとって、

市民にとってどうなっていくのか、そういった中身を示せるようなプラン

にすること。 

 【対応方針】 

経営形態の見直しに係る答申を踏まえ、検討を進めます。 

  

【経営形態の比較（配布資料４）に関する指摘事項】 

１ 民営後の経営について 

 民営化を受けた事業者が、どの程度市への経営に関する説明責任があるの

か、また、事業者を市がどこまでコントロールできるのか資料を提出して

ほしい。 

 【対応方針】 

追加資料５ 

具体的な市の経営関与について記載しています。 

  

２ 地方交付税の嵩上げについて 

 公立病院を独法化するに当たり、地方交付税の単価が嵩上げされるかと思

うので確認すること。 

  

 【対応方針】 

追加資料６ 

新公立病院改革ガイドラインに基づく再編・ネットワーク化については

財政措置がなされますが、経営形態の見直しに係る財政措置は該当があり

ませんでした。 
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【委員会全体に関すること】 

１ 資料提供 

 医師や看護師などの職種別の人員に関する資料を提出すること。 

 【対応方針】 

追加資料２ 

  

２ 今後の病院経営に係る要望事項 

 市民病院の経営改善に関し、毛利委員と高井委員の努力を職員一人一人に

伝えていってほしい。 

周りの医療機関とのトラブルは起こさないこと、患者が不利益を被らない

ようにすること。 

 【対応方針】 

経営形態の見直しに係る答申を踏まえ、対応いたします。 
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【入院】 （単位：人、％）

人数 利用率 人数 利用率 人数 利用率 人数 利用率 人数 利用率 人数 利用率 人数 利用率 人数 利用率 人数 利用率

11,061 11,921 9,559 7,398 8,267 8,593 7,593 15,716 23,125

7,136 6,558 8,215 8,507 8,205 7,663 7,158 1,881 5

1,169 955 758 845 939 485 413 377 11

11,573 8,667 9,440 8,953 8,867 6,507 7,273 11,645 11,319

30,939 47.6 28,101 43.3 27,972 42.9 25,703 50.5 26,278 60.0 23,248 53.1 22,437 51.1 29,619 67.6 34,460 78.7 71.0 72.5 74.0

一般急性期 30,939 47.6 28,101 43.3 27,972 42.9 25,703 50.5 26,278 60.0 23,248 53.1 18,589 56.6 19,122 65.3 20,097 80.5 64.0 66.0 68.0

回 復 期 3,848 35.1 10,497 71.7 14,363 76.2 78.0 79.0 80.0

【外来】 （単位：人）
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13,998

67,122
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1,936

14,166

23,473
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2,790

68,202
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2,558

18,762
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14,290

67,664
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1,071
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60
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計
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計
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追加資料１市民病院新改革プランにおける病床稼働率の急性期と回復期の内訳
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兵庫県市町立病院職員数の状況（H29） 追加資料２
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出典：「大阪府・兵庫県・和歌山県　公立病院事務（局）長合同研修会資料」
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追加資料２
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（別紙１）

１．収支計画（収益的収支） （単位：百万円、％）

　　 年 度

 区 分 （プラン） （実績） （プラン） （実績） （プラン） （予算）

１. ａ 1,477 1,346 1,263 1,374 1,387 1,432 1,587 1,467 1,786

(1) 1,336 1,203 1,126 1,239 1,258 1,295 1,445 1,328 1,621

(2) 141 143 137 135 129 137 142 139 165

43 51 51 51 53 49 59 49 67

２. 874 877 907 868 876 823 810 759 597

(1) 620 421 424 363 361 335 345 311 220

(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 0 183 190 197 208 188 191 146 151

(4) 254 273 293 308 307 300 274 302 226

(A) 2,351 2,223 2,170 2,242 2,263 2,255 2,397 2,226 2,383

１. ｂ 1,990 1,980 2,010 1,917 1,918 1,904 1,945 1,882 2,194

(1) ｃ 1,237 1,265 1,332 1,226 1,207 1,216 1,250 1,226 1,399

(2) 283 245 203 185 196 190 199 195 279

(3) 261 267 272 295 305 300 300 305 353

(4) 204 195 196 197 196 188 189 146 151

(5) 5 8 7 14 14 10 7 10 12

２. 300 330 333 354 351 357 360 357 274

(1) 12 11 10 10 9 9 9 9 11

(2) 288 319 323 344 342 348 351 348 263

(B) 2,290 2,310 2,343 2,271 2,269 2,261 2,305 2,239 2,468

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) 61 ▲ 87 ▲ 173 ▲ 29 ▲ 6 ▲ 6 92 ▲ 13 ▲ 85

１. (D) 1 0 0 0 0 0 1 0 0

２. (E) 100 0 0 0 0 0 4 0 0

特　別　損　益　(D)－(E) (F) ▲ 99 0 0 0 0 0 ▲ 3 0 0

▲ 38 ▲ 87 ▲ 173 ▲ 29 ▲ 6 ▲ 6 89 ▲ 13 ▲ 85

(G) 498 317 490 519 496 525 407 538 492

(ｱ) 343 317 299 308 309 317 361 322 307

(ｲ) 365 346 424 411 425 455 429 446 471

　 260 270 340 340 340 310 260 300 320

(ｳ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
c
a

(H)
ａ

7.5

71.7

89.2

103

30年度

0

68138 124

99.7

9.6

98.7

0 0 00

7.5

75.2

84.9

138

81.6

25年度(実績) 26年度(実績) 27年度(実績)
28年度 29年度

0 0 0

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

差引
不 良 債 務

又 は 未 発 行 の 額

(ｵ) 22 29 125 116

0

103 164
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

経 常 収 支 比 率 ×100 102.7 96.2 92.6 99.7 104.0 99.4 96.6

不 良 債 務 比 率 ×100 1.5 2.2 9.9 8.4 4.3 8.5 9.2

医 業 収 支 比 率 ×100 74.2 68.0 62.8 72.3 77.9 81.4

職員給与費対医業収益比率 ×100 83.8 94.0 105.4 87.0 78.8 83.6 78.3

地方財政法施行令第15条第１項
により算定した資金の不足額 (H) 22 29 125 116 68 164124

資 金 不 足 比 率 ×100 1.5 2.2 9.9 4.3 9.2

60.0 53.1 51.1 67.6

9.6

66.0

8.4 8.5

78.7 71.0 80.570.0病 床 稼 働 率

追加資料３目標達成に向けた具体的な取組
（たつの市民病院新改革プラン実績値）

-9-



２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分 （プラン） （実績） （プラン） （実績） （プラン） （予算）

１. 29 15 48 10 9 25 16 150 45

２. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 246 185 186 186 116 116 40 43

４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６. 0 0 0 0 0 0 4 0 0

７. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(a) 29 261 233 196 195 141 136 190 88

(c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 29 261 233 196 195 141 136 190 88

１. 29 74 48 10 9 25 20 150 45

２. 118 188 185 186 186 116 116 40 43

３. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(B) 147 262 233 196 195 141 136 190 88

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 118 1 0 0 0 0 0 0 0

１. 118 0 0 0 0 0 0 0 0

２. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４. 0 1 0 0 0 0 0 0 0

(D) 118 1 0 0 0 0 0 0 0

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３．一般会計からの繰入金の見通し
(単位：百万円）

（プラン） （実績） （プラン） （実績） （プラン） （予算）

(    231) (    76) (    137) (    76) (    76) (    46) (    68) (    22) (    0)

663 472 475 414 414 384 404 360 287

(    0) (    155) (    95) (    96) (    96) (    62) (    62) (    24) (    26)

0 246 185 186 186 116 116 40 43

(    231) (    231) (    232) (    172) (    172) (    108) (    130) (    46) (    26)

663 718 660 600 600 500 520 400 330

（注）
1
2

４．職員数の状況 (単位：人）

25年度(実績) 26年度(実績) 27年度(実績)

医療職（一） 10(14) 8(19) 10(23)
医療職（二） 22( 2) 20( 3) 22( 3)
医療職（三） 83(12) 77(13) 77( 3)
行政職 8( 6) 8( 6) 8( 5)
技能労務職 1(13) 2(12) 2(10)
医療職（一） 1(兼) 1(兼) 1(兼)
医療職（二） 2( 1) 2( 1) 1( 1)
医療職（三） 8 9( 1) 6( 1)
行政職 2 2 2
技能労務職 11(13) 8(16) 8(15)
医療職（三）
行政職
技能労務職

148(63) 137(67) 137(70)
（注）

　職員数は、各年度の３月31日時点での数。（　）内は臨時職員の数。

2( 1)
5
6

3( 1)
1( 1)

131(85)

4( 6)
1(兼)

4(13)
3( 1)
1( 1)

145(83)
( 2)

75(10)
7( 1)
( 6)
1(兼)

7( 1)
1

2( 1)

139(75)
( 2)

7( 1)
1
8(15)
3( 1)
1( 1)
( 2)

8(12)

1(兼)
2( 1)

0

28年度(実績)

8(35)
23(11)

28年度 29年度 30年度

0 0

28年度 29年度 30年度

69(10)

0

9(29)
26(11)

0

病院

25年度(実績) 26年度(実績) 27年度(実績)

収
　
　
　
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

他 会 計 補 助 金

0 0

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

収 入 計

う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る
0

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

支 出 の 財 源 充 当 額

前年度許可債で当年度借入分

00

0 0

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

(b)

計

支
　
　
出

0 0 0
又 は 未 発 行 の 額

支 出 計

実 質 財 源 不 足 額

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(F) 0 0 0

25年度(実績) 26年度(実績) 27年度(実績)

29年度(実績) 30年度(予算)

7

10(38)
29( 9)
81(12)
6

介護老人
保健施設

計

職名別

訪問看護・
居宅事業
所

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

合　　　計

　（　）内はうち基準外繰入金額。
　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外
の繰入金。

1( 8)
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経営形態の見直しに係るベンチマーク
追加資料４

-11-
出典：総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/000547215.pdf）
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地方独立行政法人 指定管理 民間譲渡 公営企業法全部適用 公営企業法一部適用 国保病院

開設者 たつの市 たつの市 医療法人等 たつの市 たつの市 たつの市国保

運営責任者 理事長（市長が任命） 指定管理者 医療法人等の長 事業管理者(特別職) 市長 市長

市民病院の名称 可能 可能 不可能 可能 可能 可能

可能

・中期目標に基づき、一定

の公共性は確保

補助金に依存

・協定により、可能

不可能

・協議により、可能ではあ

るが、公共性は薄い

可能 可能 可能

市の経営関与 ほとんど必要なし 一定限度必要 不要 一定限度必要 全面的に必要 全面的に必要

運営の評価

・業務実績を評価委員会

（市が設置）が評価、公表

・評価結果の議会報告

・中期目標終了時に市長が

事業継続の必要性、組織の

在り方など所定の措置を講

じる

・議会の決算審査なし

・評価制度、公表は法定な

し

・指定管理者への指示

・議会へ決算報告

・設置条例で設置及び経営

　の基本を定め、その他は

　事業管理者が企業管理規

　程で制定

・予算の調整

・出納取扱金融機関の同意

　など法定事項に限り関与

・業務の執行について必要

　な指示が可能

・設置条例で設置及び経営

の基本を定め、その他は、

市長が規則等で制定

・設置条例で設置及び経営

の基本を定め、その他は、

市長が規則等で制定

職員の任命 理事長が行う 指定管理者が行う 医療法人等の長が行う 事業管理者が行う 市長が行う 市長が行う

職員の給与 法人の規程による 指定管理者の規程による 医療法人等の規程による

・企業独自の給料表を設定

・給与の種類及び基準は条

　例で制定

・給与の額及び支給方法等

　は労働協約、企業管理規

　程等による

一般の地方公務員と同様 一般の地方公務員と同様

・法人設立

・定款策定（変更）

・料金の上限設定

・中期目標の策定、変更

・中期計画の認可、変更

・条例で定める重要な

　財産の処分

・法人の解散

・指定管理者の決定

・毎年度終了後の事業

　報告書の受理

・管理業務又は経営状

　況の報告聴取

・指定管理の取消

－
条例、予算の決議

決算の認定

条例、予算の決議

決算の認定

条例、予算の決議

決算の認定

職員身分 非公務員 非公務員 非公務員 公務員 公務員 公務員

職員の任命 理事長が任命 運営法人の代表者が任命 運営法人の代表者が任命 事業管理者が任命 市長が任命 市長が任命

職員の給与

・法人独自の給料表を設定

・給与の種類及び基準は規

程で制定

・給与の額及び支給方法等

は、法人の規程及び労使協

定等による

・現給補償あり

・運営法人の給料表を設定

・給与の種類及び基準は法

人の規程による

・給与の額及び支給方法等

は、法人の規程及び労使協

定等による

・運営法人の給料表を設定

・給与の種類及び基準は法

人の規程による

・給与の額及び支給方法等

は、法人の規程及び労使協

定等による

・企業独自の給料表を設定

・給与の種類及び基準は条

例で制定

・給与の額及び支給方法等

は企業管理規、労使協定程

等による

・現給補償あり

一般の地方公務員と同様 一般の地方公務員と同様

共済関係 地方公務員共済 運営法人の制度 運営法人の制度 地方公務員共済 地方公務員共済 地方公務員共済

災害補償 地方公務員災害補償法 労働者災害補償法 労働者災害補償法 地方公務員災害補償法 地方公務員災害補償法 地方公務員災害補償法

退職金 引き継ぎ 引き継ぎなし 引き継ぎなし 引き継ぎ － －

・理事者独自の意思決定に

よる臨機応変で自立的な運

営が可能

・柔軟かつ迅速な組織・人

事管理により、機動性のあ

る効率的な事業運営が期待

できる。

・運営実績は、外部機関の

評価を受けることから、事

業の透明性が確保される。

・民間事業者の経営ノウハ

ウを幅広く活用した経営が

期待できる。

・委託条件（協定）の範囲

で、組織・定数・給与等を

自らの裁量で設定可能

・民間事業者の経営ノウハ

ウを幅広く活用した運営が

期待できる。

・経営責任が明確

・予算の議決や決算の認定

などから、議会の意向が反

映されやすい。

・制度上は、組織・定数を

独自に定め、中長期的視点

に立った職員養成が可能

・予算の議決や決算の認定

を受けることから、議会の

意向が反映されやすい。

・新たな初期費用が発生す

る。

・職員との十分な調整が必

要

・議会関与が限定的になる

・指定管理者の引受先がな

い場合が想定される。

・継続的な運営が担保され

ない。

・移行にあたって、指定管

理者と職員の間で新たな雇

用契約が必要であり、処遇

調整が大きな課題

・委託料の額をどう設定す

るかが課題

・譲渡を受ける医療法人等

がない場合が想定される。

・継続的な運営が担保され

ない。

・譲渡に際して、民間事業

者と職員の間で新たな雇用

契約が必要であり、処遇調

整が大きな課題

・医療と経営の両方に精通

している人材確保が必要

・制度上は、業績に応じた

給与体系の導入が可能であ

るが、市長部局に準じる運

用が多い。

・労務管理の負担増

・地方公共団体の長に予算

編成や契約締結などの権限

があることから、病院の状

況に応じた俊敏かつ弾力的

な運営が行いにくい。

市民病院の経営形態による比較

運

営

面

メリット

デメリット

メ

リ

ッ

ト

・

デ

メ

リ

ッ

ト

運営形態

政策医療の確保

議会の関与

職員の処遇

追加資料５
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財政措置 ポイント５ 

 
（１）施設の新設・建替等を行う場合の地方交付税措置の見直し 
（２）病床数に応じた地方交付税の見直し（許可病床数 → 稼動病床数） 
（３）建築単価の引上げ 
（４）不採算地区病院の第２種要件の見直し 
（５）公立病院に対する特別交付税措置の重点化 
 

２ 公立病院に関する既存の地方財政措置の見直し 

29 

 
（１）新改革プラン策定経費への地方交付税措置 
（２）再編ネットワーク化に伴う施設・設備の整備への普通交付税措置（特別分の創設） 
（３）再編・ネットワーク化や経営形態の見直し等に伴う精算等に際しての措置 
  ①新たな経営主体の設立等に際しての一般会計出資債 
  ②施設の除却経費への特別交付税措置 
  ③病院施設の他用途への転用に際しての普通交付税措置の継続 
  ④指定管理者導入に際しての退職手当債 
（４）許可病床削減時の普通交付税算定の特例  
 

１ 公立病院改革に対する措置 

追加資料６

地方交付税の嵩上げについて

-50-出典：総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_content/000382951.pdf）
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置① 

（１）新公立病院改革プラン策定経費 

  策定経費       ２００万円（H２７年度）  

  点検・評価等経費    ５０万円（H２８年度～H３３年度） 

〔措置内容（見込み）〕 

○ 都道府県（普通交付税措置）  

○ 市町村（特別交付税措置）  

  点検・評価等経費    ５０万円 又は 実際に要した額のいずれか小さい額（H28～H33年度） 

  策定経費       ２００万円 又は 実際に要した額のいずれか小さい額（H27、 H28年度）  

   新公立病院改革ガイドラインを踏まえ策定する新公立病院改革プランの策定及びその後の実施状
況の点検・評価及び公表に要する経費について、地方交付税措置。 

１ 公立病院改革に対する措置 

30 
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置② 

（２）再編・ネットワーク化に伴う施設・設備の整備 

〔特別分の対象〕 
① 対象となる再編・ネットワーク化とは、複数病院の統合又は相互の医療機能の再編を行うものとするが、経営主体の統合（同一の指定管理者を指定することに 
  より経営統合を行う場合を含む。）を伴わない場合には、関係病院等間において以下に掲げるすべての取組が行われることを要件 
       ・機能分担による病床規模又は診療科目の見直し   ・共同購入等による医薬品、診療材料等の効率的調達 
       ・医師の相互派遣による協力体制の構築                   ・医療情報の共有等による医療提供の連携体制の構築 
② ①の再編・ネットワーク化に伴って必要となる以下の施設・設備の整備を対象 
 1) 病院・診療所間のネットワーク形成のために必要となる患者搬送車、遠隔医療機器等の整備に要する経費 
 2) 経営主体の統一に伴い必要となる情報システムの統合等整備に要する経費 
 3) 再編・ネットワーク化に伴う機能分担により基幹病院において新たに整備される高度医療又は救急医療の用に供する医療施設及び医師の研修又は派遣の拠 
   点機能を有する施設並びにこれらの施設に設置される医療機器等の整備に要する経費 
 4) 再編・ネットワーク化に伴う機能分担により基幹病院以外の医療施設において必要となる既存施設の改修及びこれに伴い設置される医療機器等の整備に要 
      する経費 
  5) 統合に伴う新病院の整備に要する経費 
③ 旧ガイドラインを踏まえ策定された公立病院改革プランに基づき実施される事業であって、①及び②に定める要件に合致するものについては、再編・ネットワー 
 ク化計画を総務省に提出することにより、当該財政措置の対象 
   なお、特別分が措置される場合は、従前の一般会計出資債は対象とならないことに留意 

〔期間等〕 

   平成２７年度～平成３２年度 

  新公立病院改革プランに基づき行われる公立病院等の再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整
備について、病院事業債（特別分）を措置し、その元利償還金の４０％を普通交付税措置 

【平成26年度まで】 【平成27年度以降】 

30％地方交付税措置 
通常の整備   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25％地方交付税措置  

再編・ネットワーク化に伴う整備・・・ 40％地方交付税措置  

〔普通交付税の算入方法〕 

   平成26年度までの病院事業債に係る元利償還金の一部については、引き続き病床割に算入するが、平成27年度以降の病院事業債に係る元利償還金につ
いては、病床割の算入を廃止し上記措置率による事業割に一本化 

31 
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置③ 

（３）再編ネットワーク化や経営形態の見直し等に伴う精算等 

    再編・ネットワーク化に伴う新たな経営主体の設立等に際し、承継する不良債務の額を限度
とする一般会計出資債を措置（旧ガイドラインと同様の措置） 

      新公立病院改革プランに基づき行われる公立病院等の再編・ネットワーク化に伴い不要となる
既存施設の除却等経費について、その１／２を特別交付税措置（旧ガイドラインと同様の措置） 

    病院施設の他用途への転用に際しては、経過年数が１０年以上の施設等の財産処分である
場合、従来の元利償還金に対する普通交付税措置を継続（新規） 

    指定管理者制度の導入等に際し必要となる退職手当の支給に要する経費について、必要に応じ
て退職手当債を措置（旧ガイドラインと同様の措置） 

※   再編・ネットワーク化等に伴い、公立病院廃止等を行う場合の財政措置のあり方について、今後の各地方公共団体 
   の取組内容等を踏まえ検討 

33 

（４）許可病床数削減時の普通交付税算定の特例 

  普通交付税の算定基礎を許可病床数から稼働病床数に変更することに伴い、削減許可病床数
を有するものとして算定する既存の措置を平成28年度から見直し、許可病床の削減数に応じた５年
間の加算措置を講じる方式に変更。 

32 
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置④ 

（１）施設の新設・建替等を行う場合の地方交付税措置の見直し 

〔対象事業〕 
 原則として、平成２７年度以降に実施設計に着手する病院の新設、建替、増改築事業 

〔手続き等〕 

２ 公立病院改革に関する既存の地方財政措置の見直し 

   公立病院施設の新設・建替等（医療機器整備を含む）に係る病院事業債に関しては、地域の医療提

供体制に大きな役割・責任を持つ都道府県が、同意等に際して収支見通し等について十分検討を行う
とともに、当該公立病院に係る機能・役割分担等の地域医療構想との整合性についても十分に検討を
行い、適当と認められるものに地方交付税措置 

（１） 当該事業の基本設計に着手する段階で、その見込み等を作成し、総務省に（市町村分については、都道府県を通じて）提出。 
 
（２） 都道府県は、当該公立病院の新設・建替等について意見を付し、その際、都道府県は、新設・建替等に係る病院事業債の同意 
  等を適切に行う観点から収支見通し等について十分検討を行うとともに、当該公立病院に係る機能・役割分担等の地域医療構想   
  との整合性について十分に検討を行った上で意見を付す。 
 
（３） (1)及び(2)により提出した地方公共団体は、当該事業が終了するまでの間、各年度の進捗状況等を総務省に報告 
 
（４） 総務省は、地域医療構想との整合性に係る都道府県の意見に基づき適当であるものに係る病院事業債（同意等を得たもの）の 
    元利償還金について地方交付税措置を講じる。なお、上記都道府県の意見に基づき適当と認められないものに係る病院事業債に 
    ついては、原則として、当該病院事業債の同意等の前に、その旨を通知。 

33 
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置⑤ 

（２）病床数に応じた地方交付税算定の見直し 

     公立病院の病床数に応じた地方交付税措置について、算定の基礎となる病床数を許可病床数から
稼働病床数に変更する。 

  普通交付税の病床割、特別交付税の不採算地区病院及びリハビリテーション専門病院の算定に係る一般及び療養病床。 

  医療法の病床機能報告制度において、都道府県に報告した稼働病床数（許可病床数から休床の届出をしている病床数の他、過去
１年間に一度も入院患者を収容しなかった病床数を除いた病床数）とする。 

   許可病床から稼働病床への移行に伴う措置額の減少又は稼働病床数の減少に伴う措置額の減少については、変動を緩和する措   
 置を講じる（減少分のうち、１年目0.9、２年目0.6、 ３年目0.3を復元し、4年目に置き換え）。 

〔見直しの対象〕 

〔算定に用いる稼働病床数〕 

〔緩和措置〕 

34 
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新公立病院改革ガイドラインに基づく財政措置⑥ 

（３）病院施設の整備費に係る措置 

 不採算地区病院の第２種の要件を以下のとおり見直し 

 〔現行〕 

直近の国勢調査における「人口集中地区」以
外の区域に所在 

 〔改定後〕 

直近の国勢調査に基づく当該公立病院の半径５
キロメートル以内の人口が３万人未満のもの※ 

 ※ 直近の国勢調査に基づく当該公立病院の半径５キロメートル以内の人口が３万人以上10万人未満のものについて、当該単価を人口10万人で０とな 
   るよう逓減して措置 
 ※ 見直しによる影響額については、経過措置を講じる（影響額のうち、１年目0.9、２年目0.6、３年目0.3を復元し、 4年目に置き換え） 。 

 不採算地区病院、結核、精神、周産期、小児、感染症及びハビリテーション専門病院並びに救命救
急センター及び小児救急医療提供病院に対する特別交付税措置について、病床数等に単価を乗じて
算定する方式から実際の繰出額に一定率を乗じたものと比較する方式に見直しすることを検討 

 病院事業債に係る普通交付税措置（事業割）の対象となる建築単価を以下のとおり見直し 

 〔適用時期〕 
  平成２６年度の病院事業債に係る措置から 

 〔現行〕 

 ３０万円／㎡以内 

 〔改定後〕 

 ３６万円／㎡以内 
※ 継続事業についても平成２６年度分の病院事業債から適用  

35 

（４）不採算地区病院の第２種要件の見直し 

（５）公立病院に対する特別交付税措置の重点化 
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介護老人保健施設「ケアホームみつ」運営事業 
 

１ 建物外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 資料１ 

同心円の一目盛り：1,000m 
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２ 付帯事業の現状 

(1) 開設経緯 

平成３年２月 病院併設老人保健施設として開設 

平成 12年４月 御津町立介護老人保健施設、居宅介護支援事務所開設 

平成 17年 10月 たつの市立介護老人保健施設、居宅介護支援事務所開設 

平成 30年４月 小規模介護老人保健施設として定員を２９名に変更 

 鉄筋コンクリート造２階建、延床面積 1,456.6㎡ 

 

 

(2) 施設概要 

 所 在 地 たつの市御津町中島 1666番地１ 

入所定員 ２９名（４人部屋５室・３人部屋３室）   通所定員 ２５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【療養室】 【２階廊下】 

【１階廊下】 【１階受付】 
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(3) サービス内容 

一般入所……リハビリテーションを中心とした介護サービスの提供 

ショートステイ……利用期間（１週間程度）を設定した入所 

通所リハビリテーション……送迎による日帰りでのリハビリテーション等 

 

 

(4) 利用者の推移 

 

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

入 所 15,073 16,694 17,213 16,343 14,724 15,588 16,430 16,350 14,333 

通 所 6,884 6,504 6,415 6,443 5,584 5,606 5,673 5,484 4,380 

 

 

(5) 収支状況 

 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

入 所 収 益 179,368 202,260 206,801 200,978 179,745 187,951 207,509 207,654 183,922 

通 所 収 益 71,043 68,954 65,501 65,045 55,736 54,806 50,645 53,830 44,062 

そ の 他 収益 13,363 12,464 14,385 11,942 11,977 22,113 22,344 6,052 6,249 

他会計負担金 812 644 684 598 1,300 1,599 1,412 1,000 1,096 

収 益 計 264,586 284,322 287,371 278,563 248,758 266,469 281,910 268,536 235,329 

経 費 239,291 246,804 248,550 273,955 246,916 257,907 265,081 240,616 239,361 

減 価 償 却費 7,660 7,061 7,054 6,495 11,485 6,740 6,422 6,203 6,203 

そ の 他 費用 4,932 5,937 4,559 7,531 2,939 4,247 3,063 3,138 6,599 

費 用 計 251,883 259,802 260,163 287,981 261,340 268,894 274,566 249,957 252,163 

差 引 12,703 24,520 27,208 △9,418 △12,582 △2,425 7,344 18,579 △16,834 

 

  

（単位：人） 

（単位：千円） 
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訪問看護ステーション「れんげ」 

居宅介護支援事業 
 

１ 建物外観 
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２ 付帯事業の現状 

 (1) 開設経緯 

平成 28年３月 訪問看護ステーション開設 

※居宅介護支援事業については、平成 27年度以前から介護老人保健施設事業内に

て実施していたが、訪問看護ステーションの開設に併せ、事業所を開設。 

 

(2) 施設概要 

所在地 たつの市龍野町富永 1005-1 たつの消防署 ３階 

訪問看護ステーション  看護師 ４名体制 

居宅介護支援事業所   行政職 １名、専門員 ２名体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 訪問看護ステーション利用者の推移 

年 度 H28 H29 

利用者 1,697人 2,283人 

 

(4) 収支状況 

訪問看護ステーション事業 

 H28 H29 

訪問看護ステーション事業収益 12,078 17,561 

訪問看護ステーション事業費用 30,234 33,422 

差     引 △ 18,156 △ 15,861 

 

居宅介護支援事業 

 H28 H29 

居 宅 介 護 支 援 事 業 収 益 10,356 9,453 

居 宅 介 護 支 援 事 業 費 用 12,582 14,996 

差     引 △ 2,226 △ 5,543 

  

（単位：千円） 

（単位：千円） 

【事務所】 
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室津診療所運営事業 

 

１ 建物外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 付帯事業の現状 

 (1) 診療体制 

所 在 地 たつの市御津町室津 288-1 

診 療 科 目 内科、外科 

診 療 日 月～金曜日 

 

 

 

 

 

  

 同心円の一目盛り：1,000m 
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(2) 施設概要 

所在地  たつの市御津町室津 288-1 

診療内科 内科、外科 

診療日  月～金曜日 

 

(3) 運用実績（平成 29年度） 

延べ患者数 2,048人  平均患者数 ８人／日 

 

  

【受付】 【診察室１】 

【診察室２】 【診察室３】 
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(4) 収支状況 

 

 H27 H28 H29 

診 療 収 益 6,089 5,813 5,463 

県 補 助 金 440 1,104 1,269 

収 益  計 6,529 6,917 6,732 

人  件  費 5,567 5,087 5,170 

材  料  費 194 142 77 

経   費 1,673 2,323 2,338 

費 用  計 7,434 7,552 7,585 

差   引 △ 905 △ 635 △ 853 

 

（単位：千円） 
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区分 へき地診療所
(H22.4.30現在)

へき地医療拠点病院
（H22.11末現在）

加東市 東条町

加美町 杉原谷診療所・松井庄診療所

八千代町 八千代診療所

中町

姫路市

家島町 [男鹿島]、[西島]、[坊勢島]、[家島] 家島診療所

夢前町 山之内診療所

安富町

香寺町

神崎町 大畑診療所

大河内町 [長谷] 上小田診療所・川上診療所

[上牛尾・下牛尾（河内）]

室津診療所

有年診療所

山崎町

一宮町

波賀町 波賀診療所

千種町 千種診療所・鷹巣診療所

鞍居診療所

佐用町 奥海

上月町 大垣内・皆田、[桜山] 西新宿出張診療所

南光町 南光歯科保健センター

三日月町 南広

豊岡市

城崎町

竹野町 森本診療所

日高町 神鍋診療所

出石町 奥小野

但東町 羽尻、天谷 資母診療所・高橋診療所

香住町 御崎、三川・大梶、[土生] 佐津診療所

村岡町 柤岡、[丸味]
兎塚診療所・兎塚歯科診療所・川会診療所・
川会（かわい）歯科診療所・原診療所
※（租岡へき地出張診療所・休診中）

美方町 小代診療所

浜坂町

温泉町
照来診療所・八田診療所・歯科診療所・岸田出
張診療所

八鹿町

養父町 建屋診療所

大屋町
大屋診療所・大屋歯科診療所
※（西谷診療所・休診中）

関宮町 出合診療所・大谷診療所

柏原町

氷上町

青垣町 大稗 青垣診療所

春日町

山南町

市島町

篠山町 藤坂 東雲診療所・後川診療所

西紀町 草山診療所

丹南町

今田町 今田診療所

洲本市 上灘診療所

五色町 五色診療所・鮎原診療所・堺診療所

淡路町

北淡町 北淡診療所・仁井診療所

一宮町

津名町

東浦町

緑町

西淡町 阿那賀診療所・伊加利診療所

南淡町 灘診療所・沼島診療所

三原町

計
市町：16ヶ所 ・ 国保診療所： 35ヶ所

(※休診中の2箇所を除く）
９病院

※下線付：市町立診療所 ※太字 ： 国民健康保健診療所 ※[ ] ：無医地区に準ずる地区

県立柏原病院

兵庫医科大学ささやま
医療センター

県立淡路病院

市立西脇病院

新日鐵広畑病院

赤穂市民病院

公立宍粟総合病院

公立豊岡病院

公立八鹿病院

へき地医療対策現況一覧 （参考１）

無医地区
（H21.10末現在)

多可町

上郡町

市町名

多可町

姫路市

神河町

姫路市

北
播
磨

豊岡市

香美町

神河町

市川町

香美町

宍粟市 宍粟市

佐用町 佐用町

豊岡市

新温泉町

篠山市 篠山市

丹波市

養父市 養父市

丹波市

新温泉町

洲本市

南あわ
じ市

無医地区：11地区
準ずる地区：９地区

淡路市 淡路市

洲本市

南あわ
じ市

西脇市

西

播

磨

赤穂市

淡

路

丹

波

中

播

磨

但

馬

たつの市

14

資料２
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出典：「地域医療確保対策について」（兵庫県）
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１．介護老人保健施設の運営状況

名称 開設主体 運営主体 定員 総収支 会計区分 繰入れ・補助金等 備考
ケアホームみつ たつの市 たつの市 29 (H29)△33,097 病院事業会計 0 H30年度から50→29
ゆうすげ 香美町 香美町 48 不明 病院事業会計 (H30予)7,511
ささゆり 新温泉町 新温泉町 80 △58,673 病院事業会計 特別利益19,354
公立八鹿病院 公立八鹿病院組合 公立八鹿病院組合 98 △9,472 一部事務組合 0
赤穂市介護老人保健施設 赤穂市 赤穂市 50 △40,564 介護老人保健施設事業会計 -
すこやかケア西宮 西宮市 西宮市社会福祉事業団 100 不明 指定管理 -
ケアホームかとう 加東市 加東市 50 △15,878 介護保険サービス事業会計 44,341 公営企業法非適用
しばざくら荘 西脇市 西脇市 100 73,911 老人保健施設特別会計 107,806 公営企業法非適用

２．訪問看護ステーションの運営状況

名称 開設主体 運営主体 職員数 総収支 会計区分 繰入れ・補助金等 備考
たつの市訪問看護ステーション たつの市 たつの市 4 (H29)△12,873 病院事業会計 - 居宅含む
赤穂市訪問看護ステーション 赤穂市 赤穂市 16 △24,260 病院事業会計 - 居宅含む
はまさか訪問看護ステーション 新温泉町 新温泉町 4 △2,441 病院事業会計 0 H29末で休止
香美町訪問看護ステーション 香美町 香美町 5 不明 病院事業会計 (H30予)1,321
むらおか訪問看護ステーション 八鹿病院組合 八鹿病院組合 5 8,728 一部事務組合 -
南但訪問看護ステーション 八鹿病院組合 八鹿病院組合 23 23,088 一部事務組合 -
宍粟市訪問看護ステーション 宍粟市 宍粟市 3 258 訪問看護事業特別会計 7,800 公営企業法非適用
南あわじ市訪問看護ステーション 南あわじ市 南あわじ市 5 0 8,241 公営企業法非適用
ラポートやしろ 加東市 加東市 11 △3,259 30,117 公営企業法非適用
青垣訪問看護ステーション 丹波市 丹波市 1 2,293 6,741 公営企業法非適用
豊岡市訪問看護ステーション 豊岡市 豊岡市 3 0 5,901 公営企業法非適用
洲本市訪問看護ステーション 洲本市 洲本市 3 0 15,500 公営企業法非適用
かんざき訪問看護ステーション 神河町 神河町 8 20,390 訪問看護事業特別会計 -

名称 開設主体 運営主体 職員数 総収支 会計区分 繰入れ・補助金等 備考
はまさか居宅介護支援事業所 新温泉町 新温泉町 2 10,843 病院事業会計 特別利益9,982
香住病院居宅支援事業所もくれん 香美町 香美町 1 不明 病院事業会計 -
赤穂市訪問看護ステーション 赤穂市 赤穂市 4 不明 病院事業会計 不明 訪問看護STに含む
たつの市居宅介護支援事業所 たつの市 たつの市 3 不明 病院事業会計 - 訪問看護STに含む
公立八鹿病院居宅介護支援事業所 八鹿病院組合 八鹿病院組合 2 △2,894 一部事務組合 -

出典：公営企業会計決算審査意見書（各自治体：公営企業法適用分）、公営企業年鑑（総務省：公営企業法非適用分）

各自治体の介護保険サービス事業の運営状況 資料３
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資料３－１
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出典：「地方公営企業等経営アドバイザー派遣事業」（公立浜坂病院）

juser
長方形
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１．経営形態別の介護保険サービス運営状況

特別会計(非適用) 企業会計(病院) 企業会計(単独) 一部事務組合 地方独立行政法人 指定管理
加東市※ たつの市 赤穂市 公立八鹿病院 西宮市
西脇市※ 香美町※

新温泉町※
宍粟市※ たつの市 公立八鹿病院(2)
南あわじ市※ 赤穂市
加東市※ 香美町※
丹波市※ 新温泉町
豊岡市※
洲本市※

たつの市 公立八鹿病院
赤穂市
香美町
新温泉町※

２．地方独立行政法人による介護老人保健施設運営の事例

所在地 独法化
1 千葉県 H28
2 福岡県 H25
3 長野県 H22

３．病院事業との関連について

・病院事業と介護保険サービス事業で公民の区分が異なる場合、一体的な経営は現実問題として不可能となる（人事・給与制度の相違）。
・介護保険サービス事業は病院事業と異なり、事業規模が小さいためか地方独立行政法人による運営の事例は非常に少ない。
・病院事業が民営化される場合には、病院を運営する法人が介護保険サービス事業の指定管理者となることで一体的な経営が可能となる。

シルバーケアセンター
名称

鞍寿の里

※印は他会計負担金等あり、黒字は総収支が黒字、赤字は総収支が赤字、青字は不明（平成２８年度データに基づく）

アイライフ木曽

運営主体
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院
地方独立行政法人くらて病院
地方独立行政法人長野県立病院機構

事業数

8事業

12事業

5事業

各自治体の介護保険サービス事業の経営形態（比較）

公営 民営

老
健

訪
問
看
護
S
T

居
宅

資料４
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